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１ 本方針において、語句は次のとおり使用します。 

① 年号について、「Ｒ」は令和をいいます。 

② 「児童」は小学生、「生徒」は中学生をいいます。「児童生徒」は、小学生と中学生をあわ

せたときをいいます。 

③ 本編（目次ⅠからⅥ）において、「保護者」は、児童生徒及び未就学児の保護者をいいます。 

２ 本方針において、児童数及び生徒数は、令和７年５月１日時点のデータをもとに推計してい

ます。 

３ 児童生徒数推計では、特別支援学級の児童生徒数及び学級数は除きます。 


